
令和６年５月１０日 

質 問 回 答 書 

「あいら清掃センター基幹的設備改良事業に係る発注支援等業務」に関する質問について、次のとおり回答します。 

番

号 

実施要領、仕様

書等の該当箇所 
質 問 内 容 回   答 

１ － 業務量を把握するために、あいら清掃セン

ターの長寿命化計画を公表してください。 

姶良市の公式ホームページに公表しましたので、ご確

認ください。（https://www.city.aira.lg.jp） 

２ 様式第２号 
本業務を担当する

支店等の概要 

本概要欄には、指名願を提出している営業

所等の概要、または本業務を主体となって

実施する事務所（本店または支店など）の

概要のいずれを記載すればよいのか。 

様式第２号の「企業名」に「本社」を記載し、「本業務

を担当する支店等の概要」欄に、本業務の主体となる

「支店」（例１：九州支店、例２：鹿児島営業所）の記

載を想定していました。本業務の主体が「本社」対応

であれば「本業務を担当する支店等の概要」欄への記

載は不要となります。また、本業務の主体が「九州支

店」及び「鹿児島営業所」の双方の場合は、併記して

差し支えありません。 

３ 様式第３号 
基幹的設備改良事

業に係る発注支援

等（類似事業を含

む）業務実績調書 

様式第５号 
実務実績 

業務実績調書に記載された「類似業務を含

む」とは、リサイクル施設・し尿処理施設

などの焼却施設以外の基幹的設備改良事

業や、ごみ焼却施設の新設に係る発注支援

業務委託の実績が含まれると解釈してよ

いか。 

あくまでも「焼却施設」での実績を想定していますが、

各地方公共団体及び一部事務組合においては、焼却施

設の名称及び「基幹的設備改良事業に係る発注支援

等」業務の呼称も様々となっていますので、「類似業務

を含む」という表現としています。 

また、ごみ焼却施設の新設に係る発注支援業務の実績

は「類似業務」に含まれるとの解釈で差し支えありま

せん。 



番

号 

実施要領、仕様

書等の該当箇所 
質 問 内 容 回   答 

４ 実施要領 
８．審査方法（2）プ

レゼンテーション・

ヒアリング 

プロジェクター（姶良市用意）とＰＣ（弊

社持参）を接続するケーブル類（ＨＤＭＩ

ケーブル）については、プロジェクターと

合わせて借用可能か。若しくは、ケーブル

類については持参した方が良いのか。 

プロジェクター及びケーブル類は姶良市で準備をす

る予定としています。 

しかしながら、不測の事態に備え、ケーブル類も持参

されることはやぶさかではありません。 

 

 


